
◎著作権法の一部を改正する法律 
（平成一八年一二月二二日法律第一二一号）   

一、提案理由（平成一八年一二月一日・衆議院文部科学委員会） 

○伊吹国務大臣 このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律

案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、知的

財産立国の実現に向け、一層の充実が必要となっております。 

 この法律案は、技術の進展などの時代の変化に対応し、著作物の適切な保護と公正な

利用を図るため、放送の同時再送信に係る制度の見直し、情報化等に対応した権利制限

の拡大、罰則の強化など、必要な改正を行うものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、放送の同時再送信に係る制度の見直しを行うこととしております。地上デジ

タル放送への全面移行に向け、その補完路として、ＩＰマルチキャスト放送による放送

の同時再送信が期待されております。当該同時再送信が本年末に開始される予定である

ことから、放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、一定の範囲において、実演家等

の権利を制限するとともに、有線放送事業の拡大等を踏まえ、有線放送による放送の同

時再送信について、実演家等に報酬請求権を付与するものであります。 

 第二に、視覚障害者に対する録音図書の送信、特許審査等の行政手続のために必要な

複製等、時代の変化に対応した権利制限等の措置を講ずることとしております。 

 第三に、著作権等の保護の実効性を確保するため、輸出行為を取り締まりの対象とす

るとともに、刑事罰を強化することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成一八年一二月五日） 

○桝屋敬悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、

所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、ＩＰマルチキャスト放送による放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、

ＩＰマルチキャスト放送を有線放送と同様の取り扱いとする等の措置を講ずること、 

 第二に、視覚障害者に対する録音図書の送信、特許審査等の行政手続のために必要な

複製をより円滑に行えるようにするための措置等、情報化等に対応した権利制限の拡大

を行うこと、 

 第三に、著作権等の侵害に係る刑事罰について、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げ

るとともに、法人処罰に係る罰金刑の上限を引き上げること 

などであります。 



 本案は、十一月二十九日本委員会に付託され、十二月一日伊吹文部科学大臣から提案

理由の説明を聴取し、同日質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年一二月一日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一 ＩＰマルチキャスト放送（電気通信役務利用放送法（平成十三年六月二十九日法律

第八十五号）第三条第一項に基づく登録を受けた事業者が、ＩＰマルチキャスト技術を

活用してサービスを行う有線役務利用放送をいう。）が、著作物等の利用形態としては、

著作権法第二条第一項第九号の二に規定する有線放送とほぼ同様であることに鑑み、事

業者が自ら番組を調達して放送する「自主放送」の著作権法上の位置付けについても、

速やかに検討を進めること。 

二 近年のＩＰネットワーク技術の進歩による伝送経路の多様化に鑑み、著作権法第二

条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送及び同項第九号の

四に規定する自動公衆送信については、現在の伝送経路等による区分を見直し、伝送経

路の多様化に対応した包括的な規定に改めることを含め、速やかに検討を進めること。 

三 前項の検討に当たっては、著作者の権利保護にも配慮しつつ、コンテンツの創造、

保護及び活用の促進に関する法律（平成十六年六月四日法律第八十一号）第三条に規定

する基本理念にのっとり、デジタル情報の特性を生かしたコンテンツの二次利用が促進

されるよう、著作権処理の円滑化を図ること。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成一八年一二月一五日） 

○荒井正吾君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、ＩＰマルチキャスト放送による放送の同時再送信について、著作権法上、

有線放送と同様の取扱いとすること、視覚障害者に対する録音図書のインターネット送

信等をより円滑に行えるようにするための措置を講ずること、著作権等を侵害して作成

された物の輸出行為を著作権等の侵害行為とみなすことなどを内容とするものでありま

す。 

 委員会におきましては、通信・放送技術の進歩及び通信と放送の融合に合わせた著作

権法の在り方、著作権保護の実効性の確保策等について質疑が行われましたが、その詳

細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上委員より反対の

意見が述べられ、続いて採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 



 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年一二月一四日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、ＩＰマルチキャスト放送（電気通信役務利用放送法に基づくＩＰマルチキャスト技

術を用いた有線電気通信の送信）が、著作物等の利用形態としては、著作権法に規定す

る有線放送とほぼ同様であることにかんがみ、事業者が自ら番組を調達して放送する

「自主放送」の著作権法上の位置付けについても、速やかに検討を進めること。 

二、地上デジタル放送への全面移行に向け、その補完路として、ＩＰマルチキャスト放

送による放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、一定の範囲において、実演家等の

権利を制限するという本法の趣旨にかんがみ、技術の進展に伴い、ＩＰマルチキャスト

放送以外の手段により、原放送の放送対象地域に限定したインターネット送信等を行う

ことが可能となった場合には、その実態を踏まえ、速やかに検討を行うこと。 

三、近年のＩＰネットワーク技術の進歩による伝送経路の多様化にかんがみ、著作権法

に規定する放送、有線放送及び自動公衆送信については、現在の伝送経路等による区分

を見直し、伝送経路の多様化に対応した包括的な規定に改めることを含め、速やかに検

討を進めること。なお、検討に当たっては、著作者等の権利保護に十分配慮するととも

に、強い社会的影響力を持つ放送の特性や放送法制に基づく許認可制度の意義に留意す

ること。 

四、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第三条に規定する基本理念に

のっとり、デジタル情報の特性を生かしたコンテンツの二次利用が促進されるよう、著

作権処理の円滑化を図ること。 

五、著作物のデジタル情報化に伴い、障害者等が比較的容易に著作物を利用できる技術

が徐々に整いつつある現状にかんがみ、高齢者や障害者等による著作物の利用を促進す

るという観点から、更に検討を進めるとともに、視覚障害者への拡大教科書の一層の普

及充実を図ること。 

六、特許審査及び薬事行政手続等において作成された複製物が、関係手続以外で利用さ

れることがないよう、十分に配慮すること。 

  右決議する。 


